
 

事 務 連 絡 

平成２０年７月１０日 

 

 

 各都道府県医政主管部（局）長 殿 

 

                      厚生労働省医政局総務課長  

 

 

産科医療補償制度の普及・啓発に関する協力依頼について 

 

 

日頃から医療安全の推進につきましては、特段のご協力をいただき厚く御礼申し上げ

ます。 

分娩時の医療事故では、過失の有無の判断が困難な場合が多く、裁判で争われる傾向

があり、このような紛争が多いことが産科医不足の理由の一つであると言われていま

す。そのため、厚生労働省においては平成１８年度より、安心して産科医療を受けられ

る環境整備の一環として、新たな産科医療補償制度の創設に向けた検討を始め、平成１

９年５月には「緊急医師確保対策」にも位置付け、鋭意準備を進めてきたところであり

ます。 

本制度は、民間の保険を活用し、通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺となった

児及びその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、事故原因の分析を行い、将

来の同種事故の防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決及

び産科医療の質の向上を図ることを目的とするものです。 

現在は、本制度の運営組織の役割を担う財団法人日本医療機能評価機構において、平

成２１年１月から実施するための具体的な事務手続きを進めているところです。 

厚生労働省としても、本制度の創設に伴って分娩費用の上昇が見込まれることから、

妊産婦の負担を抑えるための対応、本制度に加入していることを医療機能情報提供制度

に基づく情報提供の事項として追加し、広告規制の緩和等各種の加入促進策についても

検討することとしております。 

基本的に多くの分娩機関に本制度に加入していただき、安心して産科医療を受けられ

る体制を構築していきたいと考えておりますので、貴職におかれましては、貴管下の分

娩機関及び関係団体に本制度の趣旨を理解していただくため、特段のご協力をお願いし

ます。 

なお、貴管下の自治体立病院におかれてもご協力いただくよう、よろしくお願いしま

す。 
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